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方式 中間整理におけるスキーム 債務返済機構方式 現状のままの民営化を仮定

イメージ

会社の自立性
（国・地方の関与の最小

化）

債務の確実な返済

機構の新会社に対する
債権の保全措置

不要

―

料金の引下げ

新規投資資金の確保

不採算路線建設
の歯止め

会社による資産保有 なし

固定資産税

法人税

　　　　経営インセンティ
ブ　　　　　（基本前提：
新会社の経営する有料道路事
業は原則収益を目的としない
（関連事業、コスト縮減イン
センティブ分は考慮する））

上場可能性

ス キ ー ム 比 較  （ 典 型 パ タ ー ン ）

（具体的な制度設計を踏まえ、さらに検討する必要がある。）

注）種々のスキームがありうるが、議論の便宜上典型的な３パターンを比較した。

法制面・契約制度面で担保（債権確保・道路管理
その他公益面では国・地方の一定の関与）
貸付料の設定方法も関係

法制面で担保（債権確保・道路管理その他公益面
では国・地方の一定の関与）

会社形態そのもので担保（道路管理その他公益面
では国・地方の一定の関与）

新会社の経営努力による自己資金、機構からの資
金支出により新規投資可能

新会社の経営努力による自己資金により新規投資
可能

新会社の経営努力による自己資金により新規投資
可能

国の信用力を背景とした資金調達の円滑化、リス
ク負担等

国の信用力を背景とした資金調達の円滑化、リス
ク負担等

新会社が金利等の変動リスクを負うため、巨額の
債務の返済について資金調達の円滑化措置が講じ
られない場合には、債務返済が不安定となるおそ
れ

貸付料の引下げ、コスト縮減、経営判断等により
対応が可能

必要
機構は債務を保有する一方、資産を保有しないた
め、新会社に対する債権の保全措置が必要

会社の経営判断による

道路資産を保有するが、他の用途への転用制限
等、道路としての規制あり？

道路資産を保有するが、他の用途への転用制限
等、道路としての規制あり？

債務返済機構は非課税
新会社は課税（道路資産を減価償却）

新会社は課税（道路資産を減価償却）

債務返済の具体的な方法によるもの
関連事業の展開によるもの
改良投資等
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保有機構は非課税
新会社は課税（貸付料を損金処理）

貸付料の設定方法によるもの
関連事業の展開によるもの
（改良投資については、具体的な制度設計如何に
よる。）

債務返済の具体的な方法によるもの
関連事業の展開によるもの
改良投資等

コスト縮減、経営判断等により対応が可能

用途非課税又は大幅な軽減が必要 用途非課税又は大幅な軽減が必要 用途非課税又は大幅な軽減が必要

返済条件猶予、コスト縮減、経営判断等により対
応が可能

新会社は、個別路線ごとに、機構との契約によ
り、採算性の確保が可能な範囲で投資し、それ以
上の投資資金は機構の支出等により建設

政府/財投/民間債権者

新会社

保有・債務返済機構

（債権者）

債務返済

資産保有

建設・運営

（利用者）

返済

貸付料

（債権者）

債務返済

資産保有

建設・運営

（利用者）
料金

政府/財投/民間債権者（債権者）

債務返済

資産保有

返済

料金

新会社

政府/財投/民間債権者

新会社

債務返済機構

（債権者）

債務返済

建設・運営

（利用者）

返済

返済

料金

債権保有

資金支出

独占的使用
権保有



（参考）
基本スキーム（中間整理ベース）について

●機構を独立行政法人として設置する考え

方（理由・意義）

→中間整理では、①債務の返済の確実な国・地方 保有・債務返済機構（仮称）
実施、②公租公課による資金流出の回

避〇整備計画の策定 出資・無利子貸付 〇独立行政法人として設置（一定期間）
●一定期間の設置について、一定期間の考（アセスメントまで） 〇四公団ごとの厳格な区分経理を前提

え方及び一定期間経過後における機構解〇道路管理の基準策定 とした単一・小規模な組織
散の取扱いの考え方〇機構の監督 〇四公団の資産と債務を継承し、資産
→資産帰属主体の選択肢（新会社、国・〇新会社の監督（必要最小限） の保有と債務の返済
地方等）の検討〇継承債務総額を増加させないとの考え

●区分経理の制度設計等 方のもと、一定期間、新規投資資金の
→地域分割とともに検討一部支出（検討）
●小規模な組織の考え方〇法人税（非課税 、固定資産税（非課）
→類似組織等の分析税又は大幅軽減）
●機構の業務

→機構の行う資産の貸付、新会社の借受

の関係・法定化の手法の検討管
●国・地方による新会社への関与 ●建設の歯止め措置の法定化の手法理
→規制内容・方法等の検討 ●新規投資資金の「支出」の考え方水 資 貸

→新規建設の中で検討建 建 準 産 付
●税制の特例措置の考え方設 設 ・ 貸 料

の へ 料 付 新●新規路線の

協 の 金 規建設スキー

議 同 等 投ム、建設す 新 会 社
る路線の基 ●新会社を特殊会社として設置する考え方（理由・意義）？ 意 へ 資

準等 ●契約事項の具体的内容？ の 〇特殊会社として設立、最終的には上場目標 資
●新会社以外 ●地域分割等の考え方監 〇国・地方との間は厳格な契約関係（法的に担保） 金
の主体の参 ●政府保証の考え方督 〇地域分割等（検討） の
入 →税・資金調達等の中で検討〇自己資金の調達に関する政府保証の是非（検討） 一
→整備新幹線 ●独占的使用権の制度設計部
方式を参考 →類似制度等の分析＜既供用路線＞ 支
に検討 ●道路の改良支出の取扱い〇独占的使用権を保有 出

●新会社の事業経営の考え方〇有料道路事業の経営（管理・運営）
→中間整理では 「現行料金を上限としてできる限り早期の料金引下げを進め〇関連事業の展開（ＳＡ、ＰＡ等の資産保有等） 、

る」とされていることから、新会社は、有料道路事業においては収益を目

的とせず、関連事業の積極的展開による経営を行う等と整理＜新規路線（主体的に意思決定）＞
●新会社等（新会社又はこれ以外の主体）が新規建設を行った道路の保有の考〇建設
え方〇資金調達・返済
→投資インセンティブ等の観点から検討〇建設した路線の有料道路事業経営
●新会社の上場の展望についての考え方〇関連事業の展開（ＳＡ、ＰＡ等の資産保有等）

●「新規建設 「料金引き下げ」及び「債務返済期間の短縮」の間のトレード」、

オフの関係整理

●税制の特例措置の考え方


